
令和５年４月１日現在

自治体名 事業名
総事業費

（うち交付金所要額）
補助率 事業概要

3,643 万円
(2,200 万円)

1,235 万円
(926 万円)

30 万円
(22 万円)

988 万円
(741 万円)

115 万円
(57 万円)

57 万円
(28 万円)

1,381 万円
(906 万円)

73 万円
(48 万円)

地域少子化対策重点推進交付金　活用状況【山形県】

１．地域少子化対策重点推進事業

山形県

やまがたハッピーサポートセンター
運営事業

 2/3

結婚支援センターの運営として以下の取組等を行うもの。
①ＡＩマッチングシステムによる引き合わせ
②定期的な個別相談会の実施
③集合型相談会の実施
④婚活イベント情報の収集・発信

【重点メニュー】
やまがたハッピーサポートセンター
新システム利活用促進事業

 3/4

令和４年度に導入したマッチングシステム（AIマッチング機
能・自宅閲覧機能）を運用するとともに、周知効果の高いTV・
ラジオCM等を活用した広報や、システム広報のため出張登
録会を実施するもの。
加えて、結婚支援センターのスタッフ及びボランティア仲人を
対象としたスキルアップ研修を実施するもの。

【重点メニュー】
ライフデザイン形成支援（探究型セ
ミナー）

ライフデザイン形成支援  1/2

希望のあった学校を対象に、講師を派遣し、ライフデザインを
描くことの重要性とともに、妊娠・出産等に関する医学的・科
学的に正しい知識など、ライフデザインを描くうえで必要な知
識を学ぶセミナーを開催するもの。

【重点メニュー】
やまがた男性育休取得促進プロ
ジェクト

 2/3

企業や経営者、男性育休当事者を対象に、ワーク・ライフ・バ
ランスの取り組みや男性育休取得の意義や必要性等につい
てのセミナーや交流会を実施するとともに、女性活躍やワー
ク・ライフ・バランスを推進する企業を取組優良企業として認
定する取組を実施するもの。

 3/4

将来の様々なライフイベントに柔軟に対応できるよう、高校生
を対象として、結婚、子育て、ワーク・ライフ・バランス等に関
する必要な知識や情報を総合的に習得できるセミナーを開催
するとともに、別途報告会を開催し、多様なライフデザインに
触れる機会を創出するもの。

【コンシェルジュ】
山形県結婚支援コンシェルジュ連
携支援強化事業

 3/4

専門的な知見を持つ者をコンシェルジュとして結婚支援セン
ターに配置し、県内市町村、企業への訪問及びイベント等へ
の助言・立会等の業務を実施することにより、各市町村の結
婚支援を技術面・情報面から支援するとともに、自治体・企業
間の連携を強化するもの。

子育て応援パスポートプロモーショ
ン事業

 1/2

子育て世帯が協賛店舗で割引サービス等を受けられる「やま
がた子育て応援パスポート」の更なる協賛店舗数拡大のた
め、募集案内のチラシ等を作成し、未協賛店舗に対し働きか
けを行うもの。

【重点メニュー】
子どもと一緒に安心して外出できる
環境整備事業

 2/3

子育て支援に関心を持った活力・意欲あるシニア層を主な対
象として、子育て支援ボランティアの活動に必要な技能に関
する研修や子育て支援団体とのマッチングを実施するととも
に、子育て世帯を支援するタクシードライバー養成のための
講座を実施することで、子どもと一緒に安心して外出できる環
境を整備するもの。



72 万円
(36 万円)

390 万円
(180 万円)

9 万円
(6 万円)

400 万円
(266 万円)

7 万円
(3 万円)

19 万円
(12 万円)

26 万円
(17 万円)

63 万円
(6 万円)

8,508 万円
(5,454 万円)

酒田市結婚イベント運営事業  2/3
結婚を希望する人を対象とした体験型婚活イベントやスキル
アップセミナー、婚活相談会を実施するもの。

寒河江市 寒河江市成婚促進事業  2/3
結婚を希望する人を対象とした体験型婚活イベントやスキル
アップセミナー、ボランティアによる相談支援を実施するも
の。

酒田市

妊娠・出産・子育てに対する知識の
普及・啓発事業

 1/2

夫婦を対象として、ライフイベントを意識してもらうための講座
を開催するとともに、夫婦が協力して育児を行うために必要
な情報を盛り込んだ「父親手帳」を作成・配付するもの。加え
て、市内中学生を対象に、自分の将来を考えるきっかけづく
りのため、妊娠・出産・子育てに関するポジティブイメージリー
フレットを作成・配付ｇはするもの。

酒田市結婚サポートセンター運営
事業

 2/3

酒田市結婚サポーターセンターに結婚推進員を配置し、以下
の取組等を行うもの。
①対面での相談業務
②定期的な個別相談会の実施
③結婚サポーター（ボランティア）による仲介

結婚を希望する人を対象とした婚活イベント・企業間交流会
やスキルアップセミナー、ボランティアによる相談支援を実施
するもの。

女性の社会参画推進事業  1/2
市内企業及び市内各種団体を対象とし、男性の育休取得と
家事・育児参画を促進するため、講師を招き機運醸成のため
のセミナーを開催するもの。

計

長井市
長井市結婚新生活支援家庭生活
講座事業

 1/2
結婚新生活支援事業の受給者を対象として、新生活のス
タートを支援するため、夫婦が共同で家事を行う意識付けを
行う講座（座学講座・料理講座）を開催するもの。

尾花沢市

ふれあい推進事業  2/3
ボランティアの移動手段を市が手配することで、参加をため
らっていたボランティア同士の情報交換会等への参加を促進
し、結婚支援ボランティア団体の活動をより活発にするもの。

ふれあい推進事業  2/3



○都道府県主導型連携コース

自治体名 事業名
総事業費

（交付金所要額）
補助率 事業概要

3,840 万円
(2,560 万円)

2,490 万円
(1,660 万円)

1,110 万円
(740 万円)

1,788 万円
(1,192 万円)

1,531 万円
(1,020 万円)

360 万円
(240 万円)

600 万円
(400 万円)

300 万円
(200 万円)

360 万円
(240 万円)

1,800 万円
(1,200 万円)

2,460 万円
(1,640 万円)

90 万円
(60 万円)

300 万円
(200 万円)

90 万円
(60 万円)

150 万円
(100 万円)

90 万円
(60 万円)

180 万円
(60 万円)

90 万円
(60 万円)

60 万円
(40 万円)

60 万円
(40 万円)

120 万円
(80 万円)

60 万円
(40 万円)

90 万円
(60 万円)

500 万円
(200 万円)

580 万円
(386 万円)

19,099 万円
(12,538 万円)

2．結婚新生活支援事業

山形市 山形市結婚新生活支援事業  2/3

結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結
婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト（新居の家賃､
引越費用等）を支援する地方自治体を対象に、国が地方自
治体による支援額の一部を補助するもの。

≪国の交付要件≫
・夫婦ともに39歳以下かつ夫婦の合計所得500万円未満の
新規に婚姻した世帯(自治体独自要件を設けることも可能)

・補助上限額
夫婦ともに29歳以下：１世帯当たり60万円（国交付金額40万
円）
上記以外：１世帯当たり30万円（国交付金額20万円）

米沢市 米沢市結婚新生活支援事業  2/3

鶴岡市 鶴岡市結婚新生活支援事業  2/3

寒河江市 寒河江市結婚新生活支援事業  2/3

上山市 上山市結婚新生活支援事業  2/3

酒田市 酒田市結婚新生活支援事業  2/3

新庄市 新庄市結婚新生活支援事業  2/3

天童市 天童市結婚新生活新事業  2/3

東根市 東根市結婚新生活支援事業  2/3

村山市 村山市結婚新生活支援事業  2/3

長井市 長井市結婚新生活支援事業  2/3

山辺町 山辺町結婚新生活支援事業  2/3

河北町 河北町結婚新生活支援事業  2/3

尾花沢市 尾花沢市結婚新生活支援事業  2/3

南陽市
令和５年度南陽市結婚新生活支援

事業
 2/3

大石田町 大石田町結婚新生活支援事業  2/3

金山町 金山町結婚新生活支援事業  2/3

朝日町 朝日町新婚生活支援事業  2/3

大江町
令和5年度大江町結婚新生活支援

事業
 2/3

鮭川村 鮭川村結婚新生活支援事業  2/3

川西町 川西町結婚新生活支援事業  2/3

最上町 最上町結婚新生活支援事業  2/3

大蔵村 大蔵村結婚新生活支援事業  2/3

白鷹町 白鷹町結婚新生活支援事業  2/3

庄内町
庄内町結婚新生活支援事業費補

助金
 2/3

計



○一般コース

自治体名 事業名
総事業費

（交付金所要額）
補助率 事業概要

60 万円
(30 万円)

60 万円
(30 万円)

60 万円
(30 万円)

90 万円
(45 万円)

270 万円
(135 万円)

※１万円未満は切り捨て

 1/2

三川町 三川町結婚新生活支援事業  1/2

計

中山町 中山町結婚新生活支援事業  1/2
結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結
婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト（新居の家賃､
引越費用等）を支援する地方自治体を対象に、国が地方自
治体による支援額の一部を補助するもの。

≪国の交付要件≫
・夫婦ともに39歳以下かつ夫婦の合計所得500万円未満の
新規に婚姻した世帯(自治体独自要件を設けることも可能)

・補助上限額
夫婦ともに29歳以下：１世帯当たり60万円（国交付金額30万
円）
上記以外：１世帯当たり30万円（国交付金額15万円）

西川町 西川町結婚新生活支援事業  1/2

小国町 小国町結婚新生活支援事業


